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1st Chapter　訪問看護に係る2016年度診療報酬改定
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①在宅自己注射指導管理料の見直し

②在宅指導管理料等の適正な評価

③機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し

④病院・診療所からの訪問看護の評価

⑤複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理

⑥同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる
　緊急訪問の評価
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①在宅自己注射指導管理料の見直し—用語解説等—
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■在宅療養が認められている指導管理料のうち、注射薬がかかわるものに付加される診療報酬を整理・一部新設

在宅自己注射指導管理料とは？

・近年、患者のQOLの向上や医療費の適正化などを目的として在宅医療が推進される
　ようになってきた中で、 「在宅療養（在宅医療）」が認められている指導管理料のうち、
　注射薬がかかわるものに対して付加される診療報酬のこと です。
・法文的な定義としては、
　「別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者
　（いわゆる外来の患者）に対して算定するもの 」
　になります。
・なお、在宅自己注射指導管理料を含む「在宅療養指導管理料」を算定する場合は、
　当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬、衛生材料（脱脂綿、ガーゼ、絆創膏）、
　酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレメン等は、
　指導管理料を算定する保険医療機関が提供することとなっています。

在宅自己注射指導管理料の対象注射薬の一覧

・2010年時点で21種類の対象注射薬があります。
　※『よくわかる処方せんの基本と読み方 』（柳川忠二監修、 2010年発行）を参照
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①在宅自己注射指導管理料の見直し—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

・改定の基本的な考え方
　- 疾患の医学管理に関する評価を踏まえて、
　現行の注射指導回数に応じた評価の差を縮小する
　- また、導入初期の指導と難病患者への指導管理を
　重点的に評価する 

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. まとめ

①「在宅自己注射始動管理料」を明確化
　→自己注射の”回数”による区分を単純化した
　→併算定が可能になった

②「指導管理料算定要件」の新設
　→指導管理の理由が異なれば、患者が同一
　だからといって、2以上の機関に対する報酬算定
　は妨げられないことになった

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

1. 在宅自己注射指導管理料の指導内容を明確化した上で、頻度に応じた点数

　を設定するとともに、難病患者への指導管理を行った場合を重点的に評価する。 

2. ２以上の保険医療機関において、同一の患者について異なる疾患の在宅自己注射

　指導管理を行っている場合に、それぞれ当該指導管理料を算定できることとする。

ビーナース(サイト)へGO!!
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②在宅指導管理料等の適正な評価—用語解説等—
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■ 治療を受けた医療施設から退院した患者が、在宅で療養するにあたり必要となる指導を受ける場合の
　算定費用を手厚くした

在宅（療養）指導管理料とは？

・「在宅療養指導管理料」とは、、、

「当該指導管理が必要かつ適切であると医師が判断した患者について、

患者又は患者の看護に当たる者に対して、当該医師が療養上必要な事項

について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学管理を十分に行い、

かつ、各在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行い、

併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合 」

に算定するものです。（ 厚労省資料より引用）

・つまり簡単に言えば。。。

治療を受けた医療施設から退院した患者が在宅で療養するにあたり必要となる

各種の指導を受ける場合に算定される費用

のことです。

在宅療養指導管理料の一覧

・2016年度改定の結果、下記の 15種類となっています。
　※各種指導管理料詳細は、「 今日の臨床サポート 」を参照のこと

C100 退院前在宅療養指導管理料

C101 在宅自己注射指導管理料

C101-2 在宅小児低血糖症患者指導管理料

C101-3 在宅妊娠糖尿病患者指導管理料

C102 在宅自己腹膜灌流指導管理料

C102-2 在宅血液透析指導管理料

C103 在宅酸素療法指導管理料

C104 在宅中心静脈栄養法指導管理料

C105 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

C105-2 在宅小児経管栄養法指導管理料

C106 在宅自己導尿指導管理料

C107 在宅人工呼吸指導管理料

C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

C108 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

C108-2 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料

C109 在宅寝たきり患者処置指導管理料

C110 在宅自己疼痛管理指導管理料

C110-2 在宅振戦等刺激装置治療指導管理料

C110-3 在宅迷走神経電気刺激治療指導管理料

C110-4 在宅仙骨神経刺激療法指導管理料

C111 在宅肺高血圧症患者指導管理料

C112 在宅気管切開患者指導管理料

C114 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料

C116 在宅植込型補助人工心臓（非拍動流型）指導管理料
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②在宅指導管理料等の適正な評価—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

・改定の基本的な考え方
　在宅酸素療法及び  CPAP 療法の管理料について、医師の判断に基づき

　患者が受診しない月においても、使用される機器等の費用については
　評価することとする。また、睡眠時無呼吸症候群と慢性心不全を合併
　している患者に対する  ASV 療法について、その有効性を踏まえ、
　在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料における評価を明確化するとともに、

　あわせて材料加算を設定する。   

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

※用語解説

・在宅酸素療法（ HOT）
Home Oxygen Therapyの頭文字  をとってHOT (ホット)と呼び、

在宅酸素療法という意味です。在宅酸素療法とは、病状は安定

していますが、体の中に酸素を十分に取り込めないという患者様

に対して、長期にわたりご自宅で酸素吸入をする治療法です。

この治療法は、家庭生活や職場への復帰が可能となり、

生活の質  “Quality of Life”を高めるお手伝いをします。（ 引用元）

・CPAP療法

CPAPとは、鼻に装着したマスクから空気を送りこむことによって、

ある一定の圧力を気道にかける方法です。

Continuous Positive Airway Pressureの頭文字をとって CPAP
（シーパップ）と呼ばれ、いまや睡眠時無呼吸症候群（ SAS）のもっ

とも重要な治療法となっています。（ 引用元）

・ASV 療法

ASV療法とは心不全の患者さんに対して行う呼吸療法で、 CPAP
同様にマスクを装着して行う治療です。 CPAPは気道に酸素を

送り込む機械ですが、 ASVは呼吸に合わせて空気を送り、

圧を調整してくれます。（ 引用元）

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

1. 在宅酸素療法指導管理料について、診療に関する評価と材料費に関する評価を分けた上で、

　医師の判断に基づき患者が受診しない月を含め、１回の受診で最大３月分まで使用される

　機器の費用を評価した加算を算定できることとする。

2. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び治療器加算について、ASV 療法130に対する

　評価を新たに追加するとともに、診療に関する評価と材料費に関する評価を分けたうえで、

　医師の判断に基づき患者が受診しない月も含め、１回の受診で最大３月分まで、

　使用される機器の費用を算定できることとする。

3. 在宅呼吸療法の機器加算のうち、現在２月に２回算定可能としているものについて、

　３月に３回算定可能とする。

ビーナース(サイト)へGO!!
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※非会員の方は一部のみ閲覧可能です※

すべてのコンテンツをご覧になりたい方は

≪こちらからご登録下さい！≫

[ ご登録は3分程度で完了します  ] 

http://xn--3ds84h5st01ieti1y5a.com/h01
http://www.kaimin-life.jp/cpap.html
http://kyojinkai.com/suimin/wp/asv%E7%99%82%E6%B3%95%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/16kaitei/0304_1/160304_setumei_2ika_all.pdf
http://be-nurse.com/revised-medical-fee-lead-and-manage-assesment/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/revised-medical-fee-lead-and-manage-assesment/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/login/?action=register?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=register&utm_campaign=160625pdf


③機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し—用語解説等—
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■より手厚い診療報酬算定対象となる訪問看護ステーションの要件を実情に即して見直した

「機能強化型訪問看護ステーション」とは？

・機能強化型訪問看護ステーションには 2種類あり、通常型の
　訪問看護ステーションよりもより手厚い診療報酬が算定されます

　1.常勤看護師7人以上などより厳しい基準を満たす 「機能強化型1」
　（月の初日訪問では 1万2400円の療養費を算定できる）

　2.常勤看護師5人以上などの基準を満たす 「機能強化型2」
　（同9400円）

　　※なお、「通常型」は 7400円の療養費

=>つまり、人手を手厚くすることが機能強化型 STの必須条件です。

・機能強化型訪問看護ステーションに付加される診療報酬は、
　正式には、「機能強化型訪問看護管理療養費」といいます

・詳細は右図および次頁参照のこと
　

改定項目概要

在宅医療を推進するために、機能の高い訪問看護ステーションを

実情に即して評価する。また、超重症児等の小児を受け入れる

訪問看護ステーションを増加させるために、超重症児等の小児の

訪問看護に積極的に取り組む訪問看護ステーションを評価する。

用語解説

・超重症児

　常に医学的管理下に置かなければ、呼吸をすることも栄養を摂ることも

　困難な障害状態にある子供のこと

※詳しい判定基準については こちらを参照のこと

※超重症児に関する学術論文についてはこちらを参照

　→「超重症心身障害児の医療的ケアの現状と問題点 」

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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③機能強化型訪問看護ステーションの要件見直し—改定内容—
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■ 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

出典元：厚生労働省保健局医療課

ビーナース（サイト）へGO!!

・改定の基本的な考え方
　在宅医療を推進するために、機能の高い訪問看護ステーションを実情に即して評価する。

　また、超重症児等の小児を受け入れる訪問看護ステーションを増加させるために、
　超重症児等の小児の訪問看護に積極的に取り組む訪問看護ステーションを評価する。
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④病院・診療所からの訪問看護の評価—用語解説等—
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■ 治療を受けた医療施設から退院した患者が、在宅で療養するにあたり必要となる指導を受ける場合の
　算定費用（在宅患者訪問看護・指導料等）を手厚くした

「病院・診療所からの訪問看護」に至る3つの前提事実

①2014年12月末時点で訪問看護ステーションに就業している看護師は、わずか 2％
　→そもそも、訪問看護ステーションに就業している看護職員は非常に少ないのです。
　そのため、病院にも訪問看護の取り組みに関与させる仕組みづくりが必要です。

②入院から在宅、介護を継ぎ目なく提供する「シームレスケア」の実現には程遠い
　→訪問看護を実施する医療機関は少数派（病院では 19.3％、診療所では 2.5％）に
　とどまっています。そのため、入院から在宅、介護を継ぎ目なく提供する「シームレスケア」
　を、現状でないしは近い将来のうちに実現するには、かなり厳しい状態です。
「シームレスケア」実現のためには、病院や診療所の看護師が積極的に訪問看護を行い、

そこで得た知見や経験を基に「在宅を見据えた退院支援の実施」や「訪問看護ステーション

の開設」などを進めることが必要だからです。

③病院・診療所と訪問看護ステーションの報酬の差異が、病院の訪問看護活動抑制の原因
　となっている可能性
　→右下図は、2014年の診療報酬改定を図示したものです。
　→この時にも加算がされており、同様の問題が 2016年でも続いています。

①

② ③

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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④病院・診療所からの訪問看護の評価—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

・改定の基本的な考え方
　在宅医療のニーズの増大に対応した訪問看護の提供体制を確保する

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. 改定に至る論理構成

①これから訪れる2025年問題や2030年問題に立ち向
かうには、「シームレスケア」など病院の訪問看護への
積極的取組が必要

②しかし、病院・診療所の訪問看護の取り組みが芳しく

ない

③それは、「病院・診療所からの訪問看護の評価」が十

分でない」ためである疑義がある

④したがって、「より評価する」一つの手段として、「在宅

患者訪問看護・指導料等を充実」させる

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

病院・診療所からの訪問看護をより評価するために、

在宅患者訪問看護・指導料等を充実する。

ビーナース(サイト)へGO!!
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⑤複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理—用語解説等—
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■訪問看護を組合せで利用した場合の診療報酬算定基準を具体化した

「訪問看護の組合せ」とは？

「訪問看護の組合せ」とは、下記のような別々の主体による訪問看護を併用することです。

　1.ある訪問看護ステーションと別の訪問看護ステーション
　2.病院・診療所と訪問看護ステーション

　3.ある病院・診療所と別の病院・診療所

この場合、診療報酬をどのように算定するのかが問題になりますが、

「原則は算定しないが、どのような例外を設けるのか」
という点が論点となります。

「訪問看護の組合せ」に関して“ちなみに”ですが・・・

・診療報酬改定以外で「訪問看護の組合せ」というと、「医療保険」と「介護保険」、
　それから「自費」による 訪問看護の利用についての違いがあります。
　（※これも非常に重要です）
・こちらは、下表の通りになります（ 引用元）

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.

※非会員の方は一部のみ閲覧可能です※

すべてのコンテンツをご覧になりたい方は
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⑤複数の実施主体による訪問看護の組合せの整理—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

・改定の基本的な考え方
　病院・診療所と訪問看護ステーションの、２か所又は
　３か所からの訪問看護を組み合わせた利用に関して、
　複数の訪問看護ステーションの組合せと同様に

　末期の悪性腫瘍や神経難病等の利用者に限る。 

ⅲ. 具体的内容　※下図を参照のこと

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

保険医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーション又は訪問看護指示書の交付関係にある

訪問看護ステーション以外であっても、訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定した

月については、末期の悪性腫瘍や神経難病等の利用者等の場合を除いて在宅患者訪問看護・

指導料及び精神科訪問看護・指導料を算定できないこととする。

ビーナース(サイト)へGO!!
Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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⑥同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価 —用語解説等—
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■同一日に2か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問をした場合に、緊急訪問看護加算を算定することとし
た

改定に至る背景

・たとえば、小児の訪問看護では複数の訪問看護ステーションが係る例が多いと
言われていますが、こうした場合に診療報酬の算定対象になるのかという点は、
ステーションにとって非常に大きな問題です。（これはあくまで例ですが、実際に、
複数訪問看護を利用している 3.2%の利用者のうち小児の割合は少なくありません）

・もちろん、小児に限ったことではなく、 事業所が行う訪問看護のうち、複数事業所
による訪問看護の割合は小さくありません 。（機能強化型訪問看護ステーションでは
6割前後、その他の訪問看護ステーションでも 5割弱が複数事業所によるもの：参照）

・ただ、現行の診療報酬上では、同一日に 2箇所目の訪問看護ステーションによる
緊急訪問は算定できず、問題とされています 。

→これが、今回の改定の趣旨に繋がります。

訪問看護基本療養費とは？

・訪問看護を行った際に算定される医療保険料のことです
　※具体的には下図を参照のこと（ 引用元）

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.

※非会員の方は一部のみ閲覧可能です※
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⑥同一日 2 か所目の訪問看護ステーションによる緊急訪問の評価 —改定内容—

15

ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　質の高い在宅医療・訪問看護を確保すること

・改定の基本的な考え方
　- 疾患の医学管理に関する評価を踏まえて、
　現行の注射指導回数に応じた評価の差を縮小する
　- また、導入初期の指導と難病患者への指導管理を
　重点的に評価する 

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. 考察

・今までは、医療保険による訪問看護では、訪問看護基本療養費は患者一人あたり1日1回しか
算定できないルールとなっていました。そのため、緊急訪問で2回目の訪問看護を行った場合に、
同日に他の訪問看護を利用すると、訪問看護基本療養費及び時間外加算も算定できない状況と
なっていました。

・しかし、リハビリテーションサービスを中心とした訪問看護や、医療保険に対応していない
訪問看護ステーションでは、医療必要度の高い状況になると単独では対応できない場合があり、
2ヶ所目の別の訪問看護ステーションが対応する必要がありました。（引用元）

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

1 人の利用者に対し複数の訪問看護ステーションが訪問看護を実施している場合で

あり、かつ同一日に2か所目の訪問看護ステーションが、利用者等からの求めに応じて、

その主治医の指示に基づき緊急訪問を実施した場合には、2か所目のステーションは

緊急訪問看護加算を算定できる。

ビーナース(サイト)へGO!!

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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2nd Chapter　緩和ケアに係る2016年度診療報酬改定
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①地域がん診療病院・小児がん拠点病院の評価

②がん治療中の外来患者の在宅医療への連携の充実

③緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実

④がん性疼痛緩和指導管理料の見直し

⑤外来化学療法加算の評価の見直し

「緩和ケア」とは？

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.



「緩和ケア」とは？

17

■がん患者とその家族が、可能な限り質の高い治療・療養生活を送れるように、身体的症状の緩和や
精神心理的な問題などへの援助が、終末期だけでなく、がんと診断された時からがん治療と同時に行われること

・「緩和ケア」について

がん患者は、さまざまな苦痛と向き合わねばなりません。
そうした「さまざまな苦痛」は「Total Pain」と呼ばれます。

その「Total Pain」と向き合うのが、緩和ケアです。
緩和ケアについてわかりやすく図示したものが下図になります。

・日本の緩和ケアの提供体制

では、実際に日本ではどういった緩和ケアの提供体制が整備さ
れているのでしょうか。
ここでは、「海外と比べて緩和ケアが日本に根付いていないこ

と」を示す資料をご紹介します。

もちろん、海外と比較して遅れているからといって、それが悪い

こととは限りませんが、参考にはすべきでしょう。

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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①地域がん診療病院・小児がん拠点病院の評価—用語解説等—
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■拠点病院に準じた診療報酬を設定することで経済的なサポートが得られ、さらなる地域がん診療病院などの
整備が進み、空白医療圏が減少することが期待される

地域がん診療病院とは？

・「拠点病院のない２次医療圏で、基本的がん診療を行う病院 」のこと。
・なお、地域がん診療病院は、平成２６年度から推進されている「新たながん診療提供体制」
に基づく「がん診療連携拠点病院等」に含まれます。
　→「がん診療連携拠点病院等」とは、「専門的ながん医療の提供、地域のがん診療の連携
　協力体制の構築、がん患者に対する相談支援及び情報提供等を行」う病院等のことです。
　（※空白の二次医療圏の分布については右上図を参照）

地域がん診療病院とは？

・「造血器腫瘍年間１０例程度以上、固形腫瘍年間１０例程度以上（うち脳・脊髄腫瘍が２例
　程度以上）」という診療実績や、「 小児がん拠点病院の整備について 」（平成24年9月7日
　健発  0907 第 2 号）の拠点病院の指定要件などを満たす病院のこと（ →参考文献）
・小児がんの症例を集積し、効果的な研究・治療を行うため、現在全国に 15の「小児がん拠点
病院」が整備されています。（※詳細は右下図を参照）

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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①地域がん診療病院・小児がん拠点病院の評価—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

・改定の基本的な考え方
　- がん医療のさらなる均てん化のため、今般整備された「地域
　　がん診療病院」についても、その体制を評価する
　- また、小児がん医療の診療機能を集約化することを目的として、

　　小児がん医療に必要な診療機能を備えた「小児がん拠点病院」

　　についても、その体制を評価する

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. まとめ

「拠点病院」に関する診療報酬を新設
　→拠点病院については「原則として二次医療圏
　に1か所程度」を目安に整備が進められる模様

※二次医療圏とは？
�般の�院に係る医療を提供することで、幅広く地域住民の保健医
療をカバーする単位。一般的には、都道府県内をいくつか（都道府
県の広さや人口にもよるが、だいたい 5～10）のエリアに分け、その

エリアごとに基準病床数などの計画を立てる 。

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

現在、がん診療連携拠点病院について評価している項目において、

地域がん診療病院及び小児がん拠点病院についても評価する。

ビーナース(サイト)へGO!!

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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②がん治療中の外来患者の在宅医療への連携の充実—用語解説等—
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■「病院と在宅の連携」を推進すべく、進行がん患者の緩和ケアに係る外来から在宅への切れ目のない移行
を図る改定項目

「がん治療中の外来患者の在宅医療への連携」の背景

①国民の気持ち
「自宅で療養したい」という国民の感情・願いは、「精神的苦痛の緩和」と密接に関係あり

ます。やや古いですが、平成 23年の厚生労働省の資料によれば、「 60%以上」の国民

が、自宅で療養したいと考えています。（※下図参照）

②「看取り」段階での病院の必要性
平成23年の厚生労働省の資料（※右上図）によれば、「（国民が）希望する看取りの場」

は、「47%」が「緩和ケア病棟」です。つまり、「療養段階で希望する場所」と「看取り段階で

希望する場所」は異なるということです。（ →関連記事へ）

③拠点病院の体制不備
「背景2」では、「看取り段階で希望する場所」として「緩和ケア病棟」が多いことが分かりま

した。この点、緩和ケア病棟（拠点病院）の受け入れ体制は、日本では確立しているので

しょうか。その「体制不備」を示すのが、右下図になります。

①

②

③

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.
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②がん治療中の外来患者の在宅医療への連携の充実—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

・改定の基本的な考え方
　外来で治療を受けるがん患者が、適切な時期に在宅医療
　への紹介を受けることで、終末期により質の高い在宅での
　ケアを受けることができるよう、終末期に近いがん患者に
　ついて、外来から在宅への連携を評価する。

ⅲ. 具体的内容　※下図を参照のこと

ⅳ. まとめ（本改定の位置づけ）

前頁にて、下記3つの事実が認められました。

①多くの国民が「在宅での療養」を望んでいる

②ただし、「看取り」段階では、半数近くが緩和ケア病棟を

必要としている

③しかし、日本ではその受け入れ体制が整っていない 

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

進行がん患者の緩和ケアに係る外来から在宅への切れ目のない移行を図り、在宅におい

て質の高い緩和ケアを提供する体制を実現するため、進行がん患者に対して外来で化学

療法又は緩和ケアを行う保険医療機関が、当該患者を在宅で緩和ケアを実施する別の保

険医療機関に適切な時期に紹介することの評価を新設する。

ビーナース(サイト)へGO!!

すなわち、左記3つの事実への対処法として重要なことは、下記の3つになります。 

a. 在宅療養の整備

b. 拠点病院の確保

c. 病院と在宅の連携

つまり、本記事で扱う「がん治療中の外来患者の在宅医療への連携の充実」は、

この中で言えば、「c」にアプローチする改定項目ということがわかります。
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③緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実—用語解説等—
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■緩和ケア推進のため、「緊急入院初期加算」を新設し、「在宅療養指導管理料」の算定要件を拡充した

「緩和ケア病棟」とは？

・緩和ケアとは「がん患者とその家族が、可能な限り質の高い治療・
療養生活を送れるように、身体的症状の緩和や精神心理的な問題
などへの援助が、終末期だけでなく、がんと診断された時からがん
治療と同時に行われること」を指します。したがって、「緩和ケア病
棟」とは、上記の意味での「緩和ケア」を専門的に扱う病棟というの
が、直接的な定義となります。
ただし、これでは味気がないので、少々補足を加えるならば、下記
のような特徴があります。

　- 生命を尊重し、「死への過程」に敬意を払う
　- 死を早めることも、引き延ばすことも行わない
　- 痛みなどの苦痛を緩和する
　- 患者の心理的・社会的側面に対するサポートを行う
　- 死が訪れるまで、患者が人生を積極的に生きてゆける
　　ようにサポートを行う
　- 家族が患者の病気や死別後の生活に適応できるように
　　サポートを行う

緩和ケア病棟をめぐる社会的動向

・日本におけるホスピスの始まりは、1970年代頃から、がんの終末期の
患者さんを対象にした、緩和ケアを提供する専門の病床や病棟が登場
してきたことにあります。
・1990年になると、医療保険制度の診療報酬に「緩和ケア病棟入院料」
が設けられ、ホスピスでの緩和ケアが健康保険で受けられるようになっ
たのです。
・緩和ケア病棟は、1990年にはわずか5施設で、病床数も117床に過ぎ
ませんでした。しかし、その後は着実に増え続け、2012年11月時点で
は、257施設、5101床に増えています。
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③緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

・改定の基本的な考え方
　緩和ケア病棟が、在宅緩和ケアを受ける患者の増悪
　時に緊急入院できるなど、在宅生活を支援する役割を
　果たすことができるよう、緩和ケア病棟における地域
　連携の取り組み等について評価する。 

ⅲ. 具体的内容　※下図を参照のこと

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

進行がん患者で、在宅で緩和ケアを行っている患者が緩和ケア病棟を有する

病院に緊急入院した場合に、15 日を限度として「緊急入院初期加算」を新設する。

また、入院中の放射線治療や退院した月の在宅療養指導管理料を別に算定できる

こととする。

ビーナース(サイト)へGO!!
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④がん性疼痛緩和指導管理料の見直し—用語解説等—
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■在宅療養が認められている指導管理料のうち、注射薬がかかわるものに付加される診療報酬を整理・一部新設

「がん性疼痛」とは？

・まず、辞書的な説明をしておくと、「疼痛」とは、「ずきずきとうずくように痛むこと」です。
　すなわち、「がんに起因する、ずきずきとうずくような痛み 」の総称が「がん性疼痛」です。
・大阪医療センター HPでの「がん性疼痛」の説明

　がん患者さんには、「痛み」の他に、息苦しさ、咳、不眠、吐き気、嘔吐、食欲不振、便秘、

　下痢などの苦しい症状がみられます。その原因はがんの進行から起こるものや、

　「抗がん剤」を使っているため、あるいは手術を行ったためなどいくつかあります。

　この苦しい症状のなかで訴えの一番多いものが「痛み」です 。

　がんの全患者さんの約 50%で、末期がんになると約 70%の患者さんで体験されます 。

　がんの強い「痛み」がいつまでも続くと夜ねむれなくなり、食欲も落ちていきます。

　患者さんによっては精神的にも不安定になったりします。

　がんの「痛み」は辛抱する価値のない「痛み」ですので、「痛み止めのくすり」で

　「痛み」をおさえることが重要になります。

・「がん性疼痛」の特徴 4つ
　①がん自体が原因となる痛み／②がんに関連した痛み／③がん治療に関連した痛み

　④がんに関係のない痛み（詳細は 記事ページへ）

「がん性疼痛」の治療法（WHOがん疼痛治療指針）

・WHO方式について
がん疼痛治療の基本は、現在でも 1986年に発表されたモルヒネを中心とした「 WHO方式」

が基本とされています。

WHO方式は、がん性疼痛治療のスタンダードとなっており、それによってがん性疼痛の

80〜90％は改善するといわれています。

それにあたっては、下記にあげる５つの基本原則が重要となります。

１．by the mouth：経口投与を基本とする

２．by the clock：時間を決めて定期的に投与する（疼痛時のみで使用しない）

３．by the ladder：徐痛ラダーに沿って痛みの強さに応じた薬物を使用する

４．for the individual：患者に見合った個別的な量を投与する

５．with attention to detail：上記4原則を守ったうえで、患者への細かい配慮を行う

「がん性疼痛緩和指導管理料」とは？

①がん性疼痛緩和指導管理料は、がん性疼痛の症状緩和を目的に麻薬を投与されている

　患者に対する治療管理、療養上の指導を評価するもの

②ＷＨＯ方式のガン性疼痛の治療法に従って継続的な治療を行い、薬剤の効果、副作用の

　説明等の指導を行った場合に、麻薬の処方日に月１回算定するもの
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④がん性疼痛緩和指導管理料の見直し—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

・改定の基本的な考え方
　がん対策推進基本計画*に基づいて、平成 29 年6月までに
　全ての医療従事者が受講することを目標として緩和ケア研修が
　実施されており、受講した医師が順調に増加していることから、
　がん性疼痛緩和指導管理料については、緩和ケアに係る研修を
　受けた医師が実施することを要件とする。 

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. 補足　～がん性疼痛の治療の目標～

痛みの治療の最終目標は、患者さんが「痛み」から解放されて
できるだけ平常に近い日常生活をおくれるようにすることです。
ただし、治療をしても完全に「痛み」が消えるとは限らないことには

注意が必要です。

そこで、一般的に治療の目標は次の三段階にわけて行われて

います。

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

現行のがん性疼痛緩和指導管理料２について、

1 年間の経過措置を設 けた上で、廃止する。

ビーナース(サイト)へGO!!

＜3つの治療目標＞　
・第1目標：夜間、ぐっすりねむれるようになる

・第2目標：静かにしていれば、痛くないようになる

・第3目標：歩いたり、からだを動かしたりしても痛くない

Copyright © 2016 Utill Inc. All Rights Reserved.

※非会員の方は一部のみ閲覧可能です※

すべてのコンテンツをご覧になりたい方は

≪こちらからご登録下さい！≫

[ ご登録は3分程度で完了します  ] 

https://hodanren.doc-net.or.jp/iryoukankei/16kaitei/0304_1/160304_setumei_2ika_all.pdf
http://be-nurse.com/revised-medical-fee-cancer-pain-restrain-management-fee/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/revised-medical-fee-cancer-pain-restrain-management-fee/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/login/?action=register?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=register&utm_campaign=160625pdf


⑤外来化学療法加算の評価の見直し—用語解説等—

26

■がん患者の外来での化学療法を推進することによって、在宅復帰を促進する

「外来化学療法加算」とは？

・外来化学療法加算には、算定要件と施設基準それぞれに２種の区分があります
・うち、外来化学療法加算 1[施設基準 ]は下記の通りです

がん治療における化学療法の位置づけ

・がんには、主に 3つの治療法（「三大治療法」）があると言われています。
さまざまな検査を行いながら、 ”どの治療方法がその人のがんにもっとも効果を期待できるか “
を、医師は探っていきます。
　※がんの三大治療法の詳細は こちら

最近では「第四の治療法」すなわち「緩和ケア」も徐々に広まりつつあります。

これまでは、がんの末期のケアというイメージの強かった緩和ケアですが、

現在では、がん療養中の痛みや辛さを軽減させるためには治療初期から行うべき

と考えられ、告知後から積極的に取り入れられています。

第４の治療法とは？

≪外来化学療法加算1[施設基準]≫

（1）　外来化学療法を実施するための専用のベッド（点滴注射による化学療法を実施するに適したリクラ
イニングシート等を含む。）を有する治療室を保有していること。
なお、外来化学療法を実施している間は、当該治療室を外来化学療法その他の点滴注射（輸血を含

む。）以外の目的で使用することは認められないものであること。

（2）　化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が勤務していること。

（3）　化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤看護師が化学療法を実施している時間帯において

常時当該治療室に勤務していること。

（4）　化学療法に係る調剤の経験を5年以上有する専任の常勤薬剤師が勤務していること。

（5）　急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関と

の連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること。

（6）　実施される化学療法のレジメン（治療内容）の妥当性を評価し、承認する委員会を開催しているこ

と。当該委員会は、化学療法に携わる各診療科の医師の代表者（代表者数は、複数診療科の場合は、

それぞれの診療科で1名以上（1診療科の場合は、2名以上）の代表者であること。）、業務に携わる看護

師及び薬剤師から構成されるもので、少なくとも年1回開催されるものとする。
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⑤外来化学療法加算の評価の見直し—改定内容—
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ⅰ. 改定の方向性

・改定の趣旨
　緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価について

・改定の基本的な考え方
　外来化学療法を更に推進する観点から、
　外来化学療法加算の評価の見直しを行う。

ⅲ. 具体的内容　※左図を参照のこと

ⅳ. まとめ

①「在宅自己注射始動管理料」を明確化
　→自己注射の”回数”による区分を単純化した
　→併算定が可能になった

②「指導管理料算定要件」の新設
　→指導管理の理由が異なれば、患者が同一
　だからといって、2以上の機関に対する報酬算定
　は妨げられないことになった

ⅱ. 改定項目概要

出典元：厚生労働省保健局医療課

注射の部に規定されている、通則６外来化学療法加算（８項目）について、

点数の引き上げを行う。

ビーナース(サイト)へGO!!
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3rd Chapter　まとめ / 総括
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Ⅰ．2016年度診療報酬改定が持つ2つの大きな目的

Ⅱ．医療形態4類型とビーナースの位置

Ⅲ．訪問看護と緩和ケアの未来へ向かって
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Ⅰ．2016年度診療報酬改定が持つ２つの大きな目的

29

１．医療の機能分化 ２．在宅回帰（推進）

2012年2月に閣議決定された社会保障・税一体改革において示された
2025年の医療提供体制は、2年ごとの診療報酬改定と5年ごとに実施
される医療計画の見直しをリンクさせながら実現を目指すこととなって
います。 
2025年での完結を視野に入れてスケジュールを検討すると、重要な

ポイントとなるのが2018年。この年度は、医療・介護同時改定が実施

されるのに加えて第７期医療計画がスタートする年で、2025年モデル

実現に向けて重要な位置づけとなる年度とされています。

その前段階として、2014年度から導入が始まったのが「病床機能情報

の報告制度」でした。2016年度の診療報酬改定でも、当然ながらこの

「病床機能情報の報告制度」とそれに連なる「急性期医療を担う病院

としての役割・機能の明確化」は一大焦点となったのです。（たとえば、

「7対1一般入院基本料に関する改定」がその一例です）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年）」
によれば、65歳以上の高齢者人口は、平成22年の約3,000万人に対し、
平成54年には3,878万人となってピークを迎え、それに伴って後期高齢者
である75歳以上の対人口比は11％から21％に、さらに死亡総数は現在の
約120万人から166万人に増加すると推計されています。
このような将来予測に基づき厚生労働省では、高齢者の世帯動向、

居宅等の形態を踏まえ、医療提供のあり方の検討が重要としています。

さらに近年、疾病や障害を抱えながらも自宅や住み慣れた地域で生活を

送る小児や若年層の在宅療養者が増えている現状もあるため、在宅医療

の充実を図る必要性が高まっています。（※下図参照）

こうした背景から、2016年度の診療報酬改定では、在宅回帰（推進）に

向けた改定が多く見られました（たとえば、「在宅復帰率の要件見直し」が

代表例です）

ここがポイント！
あなたが想定しているよりも、ずっと狭い領域が「地域」の単位となっ
ているのではないでしょうか？
つまり、2025年には、歩いて行ける距離に「日常生活を送るために必
要なすべての医療・福祉」が確保されている必要があります。
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Ⅱ．医療形態4類型とビーナースの位置
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■ 前頁で見た通り、医療費の高騰や高齢化社会の深刻化などの課題に対処すべく、国家的にも
　「在宅シフト」の流れにある。　ビーナースはまさにそこをカバーする webサイト!!

①在宅 × 介護・福祉 ②在宅 × 医療

③病院（施設）  × 介護・福祉 ④病院 × 医療

在宅

病院

（施設）

場所

提供サービス

訪問看護
在宅ホスピス

介護・福祉 医療看護

国の方針

現状

・高齢化による医療費の逼迫
・2025年問題／2040年問題をはじめとする
　「生産年齢人口対高齢者比率」の問題
・2030年問題（看取り難民の増加）

→これらの課題と向き合う必要
　ex.地域包括ケアシステムの構想

訪問介護
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Ⅲ．訪問看護と緩和ケアの未来へ向かって
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■訪問看護と緩和ケアの未来へ進むためには、圧倒的な「 人手不足」や「認知度不足」という現実を直視する必要

出典元：medwatch.jp

訪問看護環境に関する現状：訪問看護師不足が深刻 緩和ケアに関する現状：供給不足もだが、需要の喚起が必要

[ 需要サイド ]
　国家施策として2020年までに9,000ヶ所の訪問看護
　ステーションを作ることを目標としている（→参考1、参考2）
[ 供給サイド ]
　看護職員のうち訪問看護ステーション就業者は2%に過ぎない
　（下図参照）

[ 需要サイド ]
　制度的な問題もあり、日本には緩和ケアがまだ根付いていないと
　考えられる（→詳しくはこちら）（下図も参照のこと）
[ 供給サイド ]
　緩和ケア病棟の病床数は、2013年時点の病床累計は5583床。
　年々増加傾向にはあるが、まだまだ足りていない。（参考）

出典元：厚生労働省資料（平成 23年10月26日、中医協）

今後もビーナースで在宅業界の理解を深め、
日々のケアに知見を反映していきましょう !!
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※非会員の方は一部のみ閲覧可能です※

すべてのコンテンツをご覧になりたい方は

≪こちらからご登録下さい！≫

[ ご登録は3分程度で完了します  ] 

http://www.medwatch.jp/wp-content/uploads/2015/11/%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89116.jpg
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000086353.pdf
http://www.jvnf.or.jp/top/plan2025.pdf
http://be-nurse.com/interview-umeda-third-bestnurse/#i-20?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://www.hpcj.org/
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001sp25-att/2r9852000001spdf.pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=article&utm_campaign=160625pdf
http://be-nurse.com/login/?action=register?utm_source=pdf-medicalfee&utm_medium=pdf&utm_content=register&utm_campaign=160625pdf
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本資料に関する免責事項

ビーナースご利用の皆さまに対し、ビーナースの責任範囲を明確にするために以下の規定を明示します。
また当サイト（以下、「本資料」という。）の利用者は、以下の内容に同意した上でご利用になっているものと見なします。

本資料の内容についての責任

本資料において公開する情報（以下「コンテンツ」という。）は、ビーナースが正確を期して提供しているものですが、技術的・法的に不完全な記述や誤植が含ま
れる場合があります。これらのコンテンツに含まれる情報につきましては、その内容および利用結果を保証するものではございませんので、ご利用は自己責任
でお願いいたします。
なお、コンテンツをより正確かつ適切にご利用いただくために、予告無く内容の変更を行う場合がございます。

本資料におけるすべてのコンテンツはビーナースが提供するものですが、法律上の瑕疵責任を含めて特定目的への適合性の保証、権利の不侵害への保証を

含む、いかなる明示もしくは黙示の保証責任も負いません。

またビーナースは、当サイトの内容もしくは使用にかかわる損害の責任(直接的損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、情報システム上のプログラムおよび

データの損失などの無体物の損害などを含むいかなる損害に対する責任)を負いません。

本資料以外のコンテンツについて

ビーナースは本資料以外の第三者サイトに関しては、本資料からのリンクを通してアクセスできるサイトであっても、いかなる責任も負いません。

本資料からリンクが張られている場合も、ビーナースは便宜のためにこれらを提供しており、リンク先のサイトをビーナースが推奨しているわけではありません。

当該リンク先のサイトの内容もしくは使用にかかわる一切の責任(直接的損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、情報システム上のプログラムおよびデータ

の損失などの無体物の損害などを含むいかなる損害に対する責任)をビーナースは負いません。

本資料へのリンク

本資料へのリンクはリンクフリーとなっておりますのでご自由に設定していただいてかまいません。

なお、本資料へのリンクの許可依頼およびリンクの連絡につきましてはリンクフリーとしておりますので不要です。また、リンクの許可依頼等につきましてはお返

事いたしませんのでご承知おきください。リンクの設定につきましては、各コンテンツへの直接リンクを設定していただいてかまいませんが、コンテンツがビーナー

ス提供のものであることを正しく認識できるように設置してください。

本資料からのリンク

本資料からのリンクは、ビーナースが利用者の利便性のために設置するものですが、そのリンクの設置にあたっては当該リンク先のウェブサイトが一般に公開さ

れておりアクセス制限がかけられていない限り連絡や許可願いをせずにリンク設置する場合があります。

ただし、リンク先のサイトが明確にリンク禁止の宣言を行っている場合はリンクを行いません。
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